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運
転
免
許
証
自
主
返
納
支
援

制
度

　
市
で
は
、
運
転
に
不
安
を
感

じ
る
方
の
運
転
免
許
証
の
自
主

返
納
を
支
援
し
て
い
ま
す
。

対
象
者　
運
転
免
許
の
す
べ
て

を
自
主
的
に
返
納
し
た
栃
木
市

内
に
住
所
を
有
す
る
方
（
年
齢

制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
）

支
援
内
容　
ふ
れ
あ
い
バ
ス
と

蔵
タ
ク
の
共
通
乗
車
券
１
０
，

０
０
０
円
分
を
交
付
し
ま
す
。

申
請
に
必
要
な
も
の

運
転
免
許
証
返
納
時
に
交
付
さ

れ
る
「
申
請
に
よ
る
運
転
免
許

の
取
消
通
知
書
」
ま
た
は
「
運

転
経
歴
証
明
書
」
／
印
鑑

申
請
期
限

「
申
請
に
よ
る
運
転
免
許
の
取

消
通
知
書
」
ま
た
は
「
運
転
経

歴
証
明
書
」
の
交
付
日
か
ら
１

年
間

申
請
窓
口

交
通
防
犯
課
（
本
庁
舎
２
階
）

ま
た
は
大
平
・
藤
岡
・
都
賀
・

西
方
・
岩
舟
の
各
総
合
支
所
市

民
生
活
課

そ
の
他　
平
成
30
年
１
月
以
前

に
支
援
を
受
け
た
方
で
、
ふ
れ
あ

い
バ
ス
・
蔵
タ
ク
の
い
ず
れ
か
で

使
用
で
き
る
古
い
回
数
券
を
お

持
ち
の
方
は
、
新
し
い
共
通
乗
車

券
と
交
換
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
以
前
に
交
付
さ
れ
た
回
数
券

と
「
申
請
に
よ
る
運
転
免
許
の
取

消
通
知
書
」を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

問 

運
転
免
許
証
自
主
返
納
支

援
制
度
に
関
す
る
こ
と:

交
通
防
犯
課　
☎

（21）
２
１
５
３

運
転
免
許
証
の
返
納
手
続
き
に

関
す
る
こ
と:

栃
木
警
察
署
交

通
総
務
課　
　
☎

（25）
０
１
１
０

住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設

置
・
作
動
確
認
を
！ 

　
住
宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置

し
、
定
期
的
に
作
動
確
認
を
し

ま
し
ょ
う
！
ま
た
設
置
か
ら
10

年
た
っ
た
ら
、
と
り
カ
エ
ル
！

設
置
場
所　
寝
室
や
寝
室
の
あ

る
階
の
階
段
部
分
な
ど

警
報
器
の
種
類　

煙
式
の
も

の
、
台
所
に
設
置
す
る
場
合
は

熱
式
の
も
の

購
入
先　
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
や

家
電
量
販
店
等

作
動
確
認　
警
報
器
の
点
検
ボ

タ
ン
を
押
す
か
点
検
ひ
も
を
ひ

き
ま
す

確
認
時
期　
春
秋
の
火
災
予
防

運
動
の
時
期
を
推
奨
し
ま
す

交
換
時
期　
設
置
後
10
年

問 

消
防
本
部
予
防
課

　
　
　
　
　
　
☎

（22）
０
０
７
２

広
島
平
和
記
念
式
典
中
学
生

派
遣
報
告
会

　

市
立
中
学
校
２
年
生
28
人
で

構
成
さ
れ
る
広
島
平
和
記
念
式

典
中
学
生
派
遣
団
が
広
島
市
を

訪
れ
、
戦
争
や
広
島
へ
の
原
子
爆

弾
の
投
下
に
つ
い
て
学
ん
で
き

ま
す
。
中
学
生
が
広
島
へ
の
派
遣

を
通
し
て
学
ん
だ
こ
と
や
感
じ

た
こ
と
を
、
報
告
会
に
て
発
表
し

ま
す
。
ぜ
ひ
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

日
時　
８
月
29
日
（
木
）
18
時

30
分
～
19
時
30
分

場
所　
市
役
所
本
庁
舎
３
階
正
庁

対
象　
ど
な
た
で
も

問 

総
務
課　
☎

（21）
２
３
４
２

情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護

制
度
の
ご
案
内

情
報
公
開
制
度
と
は

　
市
民
の
知
る
権
利
を
保
障
す

る
こ
と
等
を
目
的
と
し
て
、
市

民
の
皆
さ
ん
か
ら
の
請
求
に
基

づ
き
、
市
が
保
有
し
て
い
る

様
々
な
情
報
や
文
書
を
公
開
す

る
制
度
で
す
。公
開
の
請
求
は
、

市
の
す
べ
て
の
機
関
が
受
け
付

け
て
い
ま
す
。

個
人
情
報
保
護
制
度
と
は

　
市
が
保
有
し
て
い
る
個
人
情

報
を
適
正
に
取
扱
い
、
個
人
の

権
利
と
利
益
を
保
護
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
制
度
で
す
。
公

文
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
自
分

の
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
開

示
、
訂
正
、
利
用
停
止
等
を
求

め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

利
用
状
況

問 

総
務
課　
☎

（21）
２
３
４
５

栃
木
市
は
非
核
平
和
宣
言
都

市
で
す

　
市
で
は
、
核
兵
器
廃
絶
と
世

界
の
恒
久
平
和
を
推
進
す
る
こ

と
を
表
明
す
る
た
め
、
平
成
24

年
３
月
１
日
に
「
非
核
平
和
都

市
宣
言
」
を
行
い
、
こ
の
宣
言

に
基
づ
き
各
種
啓
発
事
業
に
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
核
兵
器
の
お
そ
ろ
し
さ
や
命

の
貴
さ
、
そ
し
て
平
和
に
つ
い

て
、
改
め
て
考
え
て
み
ま
せ
ん

か
。

問 

総
務
課　
☎

（21）
２
３
４
２

ク
マ
と
の
事
故
を
防
ぐ
た
め
に

　
ク
マ
の
目
撃
情
報
が
増
え
て

い
ま
す
。
ク
マ
は
普
段
は
お
と

な
し
い
動
物
で
す
が
、
時
に
は

人
が
襲
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。私
た
ち
が
気
を
付
け
れ
ば
、

多
く
の
事
故
を
防
ぐ
こ
と
が
で

き
ま
す
。

ク
マ
に
よ
る
人
身
事
故
を
防
ぐ

た
め
に
は
…

・
ク
マ
が
い
そ
う
な
場
所
に
は

行
か
な
い

・
早
朝
や
夕
方
は
特
に
注
意

・
一
人
で
の
行
動
を
避
け
る

・
鈴
や
笛
、
ラ
ジ
オ
等
を
身
に

付
け
、
音
を
出
し
な
が
ら
歩
く　
　

も
し
も
ク
マ
に
出
会
っ
た
ら
…

ク
マ
が
人
を
襲
う
理
由
の
多
く

は
、
自
分
の
身
や
子
グ
マ
を
守

る
た
め
で
す
。
こ
の
た
め
、
ク

マ
を
刺
激
し
な
い
こ
と
が
大
切

で
す
。

・
静
か
に
ゆ
っ
く
り
と
ク
マ
か

ら
離
れ
る

・
ク
マ
に
背
中
を
向
け
な
い
、

走
っ
て
逃
げ
な
い

・
グ
ル
ー
プ
で
固
ま
る

・
子
グ
マ
に
は
絶
対
に
近
付
か

な
い

問 

県
南
環
境
森
林
事
務
所

　
　
☎
０
２
８
３
（23）
１
４
４
１

農
林
整
備
課　
☎
（21）
２
２
８
９

全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム（
Ｊ

ア
ラ
ー
ト
）
の
全
国
一
斉
情

報
伝
達
試
験
を
行
い
ま
す

　
次
の
日
程
で
全
国
一
斉
に
訓

練
を
行
い
ま
す
。
当
日
は
、
次

の
機
器
な
ど
で
テ
ス
ト
放
送
が

流
れ
ま
す
。
ご
理
解
と
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

訓
練
日
時　

８
月
28
日
（
水
）

11
時
頃

放
送
内
容　
「
上
り
チ
ャ
イ
ム

＋
『
こ
れ
は
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の
テ

ス
ト
で
す
』＋
下
り
チ
ャ
イ
ム
」

放
送
さ
れ
る
機
器　

屋
外
ス

ピ
ー
カ
ー
（
１
８
５
か
所
）
／

Ｆ
Ｍ
く
ら
ら
８
５
７
の
緊
急
割

込
み
放
送
／
防
災
ラ
ジ
オ
（
自

動
起
動
し
ま
す
）

問 

危
機
管
理
課
☎

（21）
２
５
５
１

メ
ー
ル
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
よ
る

１
１
９
番
通
報

　
市
消
防
本
部
通
信
指
令
セ
ン

タ
ー
で
は
、
耳
や
言
葉
の
不
自

由
な
方
も
安
心
し
て
緊
急
通
報

が
で
き
る
よ
う
に
、
電
話
か
ら

の
通
報
だ
け
で
な
く
、メ
ー
ル・

Ｆ
Ａ
Ｘ
か
ら
の
１
１
９
番
緊
急

通
報
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

※
対
応
は
、
栃
木
市
内
か
ら
の

通
報
に
限
り
ま
す
。

対
象　

市
内
に
在
住
、
通
勤
、

通
学
さ
れ
て
い
る
方
で
耳
や
言

葉
の
不
自
由
な
方
。

メ
ー
ル
通
報
の
手
順　
事
前
に

登
録
が
必
要
で
す
。
メ
ー
ル
通

報
登
録
用
紙
（
市
消
防
署
及
び

各
分
署
、
障
が
い
福
祉
課
、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課
の
窓
口

に
設
置
。
市
消
防
本
部
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
可
）
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
郵
便
か
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
市
消
防

本
部
通
信
指
令
課
（
〒
３
２
８

-

０
０
１
２
平
柳
町
１-

34-

５
・
FAX

（23）
６
５
６
２
）
ま
で
。

消
防
車
や
救
急
車
を
要
請
す
る

場
合
は
、
住
所
、
氏
名
な
ど
必

要
事
項
を
添
付
し
て
事
前
に
登

録
し
た
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
宛
に

送
信
し
て
く
だ
さ
い
。

Ｆ
Ａ
Ｘ
通
報
の
手
順　
消
防
緊

急
通
報
Ｆ
Ａ
Ｘ
１
１
９
用
紙

（
市
消
防
署
及
び
各
分
署
、
障

が
い
福
祉
課
、
各
総
合
支
所
市

民
生
活
課
の
窓
口
に
設
置
。
市

消
防
本
部
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に
住
所
、

氏
名
、
火
事
・
救
急
な
ど
の
必

要
事
項
を
記
入
し
て
Ｆ
Ａ
Ｘ
で

１
１
９
番
に
送
信
し
て
く
だ
さ

い
。

問 

市
消
防
本
部
通
信
指
令
課　

☎
（22）
０
１
１
９
（
音
声
ガ
イ
ダ

ン
ス
後
６
番
）

ア
ダ
プ
ト
制
度
に
参
加
し
て

み
ま
せ
ん
か

　
個
人
や
団
体
、
企
業
等
の
グ

ル
ー
プ
が
道
路
・
河
川
・
公
園

の
公
共
施
設
に
お
い
て
清
掃
や

美
化
等
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

を
し
て
い
た
だ
く
市
民
参
加
の

制
度
で
す
。
市
で
は
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
保
険
の
加
入
を
始
め
、

清
掃
用
具
の
貸
出
や
草
花
の

種
・
球
根
の
配
布
等
の
支
援
を

行
い
ま
す
。
き
れ
い
で
住
み
よ

い
街
づ
く
り
の
た
め
に
、
ご
参

加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
！

参
加
の
流
れ

ま
ず
は
左
記
に
問
い
合
せ
下
さ

い
。
協
議
の
う
え
活
動
区
域
を

設
定
し
、
届
出
書
を
提
出
し
ま

す
。
市
と
合
意
書
を
取
り
交
わ

し
、
そ
の
後
は
市
と
協
議
し
な

が
ら
、
実
際
の
清
掃
や
美
化
等

の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
行
っ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

問 

道
路
・
河
川:

道
路
河
川

維
持
課　
　
　
☎

（21）
２
７
７
３

公
園:

公
園
緑
地
課

☎
（21）
２
４
１
３

８
月
は
道
路
ふ
れ
あ
い
月
間

で
す

　
こ
の
機
会
に
道
路
の
役
割
や

重
要
性
を
再
認
識
し
、
道
路
を

美
し
く
、
安
全
に
利
用
し
ま

し
ょ
う
。

　
き
れ
い
で
住
み
よ
い
街
づ
く

り
の
た
め
に
、
道
路
や
側
溝
清

掃
な
ど
身
近
な
道
路
の
美
化
活

動
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。
な
お
、
清
掃
に
必
要
な
用

具
は
貸
し
出
し
て
い
ま
す
の

で
、
ご
利
用
の
際
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

問 

道
路
河
川
維
持
課

　
　
　
　
　
　
☎

（21）
２
７
７
３

国
民
健
康
保
険
の
限
度
額
適

用
認
定
証
等
更
新
の
ご
案
内

　
入
院
な
ど
で
医
療
費
が
多
く

か
か
る
場
合
、
病
院
に
「
限
度

額
適
用
認
定
証
」「
限
度
額
適

用・標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

を
提
示
す
る
と
、
同
じ
診
療
月

の
１
医
療
機
関
の
窓
口
で
の
支

払
が
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
に

な
り
ま
す
。
ま
た
「
限
度
額
適

用・標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

の
交
付
を
受
け
た
方
は
入
院
時

食
事
代
も
減
額
に
な
り
ま
す
。

　
現
在
交
付
し
て
い
る
「
認
定

証
等
」
は
７
月
31
日
で
有
効
期

限
が
切
れ
ま
す
。
引
き
続
き
、

認
定
証
等
が
必
要
な
方
は
７
月

22
日
か
ら
申
請
の
受
付
を
い
た

し
ま
す
の
で
手
続
き
を
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

対
象

「
限
度
額
適
用
認
定
証
」

・
70
歳
未
満
の
方
は
国
民
健
康
保

険
税
に
未
納
が
な
い
世
帯
の
方

・
70
歳
以
上
の
方
は
課
税
所
得
が

１
４
５
万
以
上
６
９
０
万
未
満

の
方

「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証
」

・
70
歳
未
満
の
方
は
国
民
健
康

保
険
税
に
未
納
が
な
く
、
か
つ

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方

・
70
歳
以
上
の
方
は
住
民
税
非

課
税
の
世
帯
の
方

手
続
き
に
必
要
な
も
の　
国
民

健
康
保
険
被
保
険
者
証
／
印
鑑
／

７
月
31
日
有
効
期
限
の
認
定
証
等

問 

保
険
医
療
課
☎

（21）
２
１
３
１

岩舟総合支所

西方総合支所

都賀総合支所

藤岡総合支所

大平総合支所

本庁

〒329-4392
　岩舟町静5133-1
☎55-7751
FAX55-4910

〒322-0692
　西方町本城1
☎92-0300
FAX92-2611

〒328-0192
　都賀町家中5982-1
☎29-1100
FAX28-0169

〒323-1192
　藤岡町藤岡1022-5
☎62-0900
FAX62-4625

〒329-4492
　大平町富田558
☎43-9205
FAX43-8818

〒328-8686
　万町9-25
☎21-2316
FAX21-2673

休日にお困りの時は
本庁日直☎（22）3535

 

お
知
ら
せ 

栃木市非核平和都市宣言

わが国
くに
は、広

ひろしま
島・長

ながさき
崎に投

とう
下
か
された原

げんし
子爆
ばくだん
弾による世

せかい
界で唯

ゆいいつ
一の戦

せんそう
争被
ひばく
爆

国
こく
です。多

おお
くの犠

ぎせい
牲のもとに戦

せんそう
争の悲

ひさん
惨さ、平

へいわ
和の大

たい
切
せつ
さを学

まな
んだ日

に
本
ほん
国
こく

民
みん
は、憲

けんぽう
法に恒

こうきゅう
久平
へいわ
和の理

りそう
想を掲

かか
げ、その実

じつげん
現に努

つと
めてきました。

しかし、世
せかい
界各
かくち
地に核

かくへいき
兵器が存

そんざい
在し、人

じんるい
類はその脅

きょうい
威にさらされ続

つづ
けて

います。さらに、わが国
くに
では東

ひがしにほん
日本大

だいしんさい
震災による原

げんしりょく
子力発

はつでんしょ
電所の事

じ こ
故が

発
はっせい
生し、再

ふたた
び放
ほう
射
しゃ
性
せい
物
ぶっ
質
しつ
の被
ひがい
害と向

む
き合
あ
うことになりました。

栃
とちぎし
木市は、豊

ゆた
かな自

し
然
ぜん
に恵
めぐ
まれ、歴

れきし
史と伝

でんとう
統に育

はぐく
まれてきたまちです。

このまちを誇
ほこ
りに思

おも
う栃
とちぎ
木市
しみん
民は、核

かくへいき
兵器の脅

きょうい
威のない平

へいわ
和で安

あんしん
心して暮

く
ら

せる社
しゃ
会
かい
の実
じつげん
現を求

もと
めて自

みずか
ら行
こうどう
動し、未

みらい
来を支

ささ
える子

こ
どもたちに戦

せんそう
争の悲

ひさん
惨

さ、平
へいわ
和の大

たい
切
せつ
さを伝

つた
えていくことを誓

ちか
います。

そして、核
かくへいき
兵器の廃

はいぜつ
絶と平

へいわ
和で安

あんしん
心して暮

く
らせる社

しゃ
会
かい
の実
じつげん
現を全

ぜんせかい
世界の

人
ひとびと
々に強

つよ
く訴
うった
え、ここに栃

とちぎし
木市が ｢非

ひかく
核平
へいわ
和都
と し
市 ｣ であることを宣

せんげん
言します。

　　　平成２４年３月１日　　　　　　　　　　　　　　　栃木県栃木市

　昨年度（平成 30年４月１日～平成 31年３月 31日）の
　利用状況は下記のとおりです。

区分 総数 内訳

情報公開請求 １３４件 ３８件
（公開）

７９件
（部分公開）

１７件
（非公開）

自己情報開示請求 ３２件 ８件
（開示）

１４件
（部分開示）

１０件
（非開示）


